
公益社団法人 全日本不動産協会　　公益社団法人 不動産保証協会

［題字］　故 野田卯一 会長

2025

MONTHLY
REAL
ESTATE

All Japan Real Estate Association. S T Y

L
E

December

47
都
道
府
県
97
会
場
に
て
開
催
！

全
国
一
斉
不
動
産
無
料
相
談
会

［特別リポート］



一般保証制度の他、法定研修会、弁済業務、各種保全制度など、保証協会の各種情報が掲載されております。

（公社）不動産保証協会ホームページ ▶▶ 検索不動産保証協会

弁済制度について
　会員業者と宅地建物取引をしたお客様が損害を受け、苦情の

解決が困難な場合には、当協会がその債権を認証することで、

被害相当額（上限あり）の払い渡しを受けることができます。

※各事案の詳細はホームページ（会員専用ページ）内
の に掲載されております。

一般保証制度の重要なお知らせ

　制度申込時の必要書類を簡素化し、法人

の「登記事項証明書」の提出が不要となりま

した。

　一般保証制度は、業界唯一の制度であり、

宅建業者にとって保全義務のない金銭を無

料で保全することで、お客様に安心をお届

けできる制度です。ご利用は無料です。この

機会にぜひご利用ください。

保証のお知らせ

一般保証制度が使いやすくなりました！！

手付金保証制度・手付金等保管制度のご案内

売主・買主ともに一般消費者で、会員が流通機構登録物件を

客付媒介する売買契約において、買主が売主に支払う手付金

を万一のために保全（保証）する制度です。

手付金保証制度

会員が自ら売主となる完成物件の売買契約において、受領する手付金等

の額が 売買代金の10％または1,000万円を超え、売主会員に保全義務

が生じる場合に（宅建業法41条の2）、当協会が売主会員に代わって手付

金等を受領し、物件の登記、引渡しがあるまで保全（保管）する制度です。

手付金等保管制度 ■ 制度の詳細
（公社）不動産保証協会ホームページ
［会員専用ページへログイン］

■ 制度に関するお問い合わせ、制度の申込み窓口
所属の地方本部事務局へ

売主

買主側仲介業者
（当協会会員）

４.保証付
　　　 証明書発行

２.手付金保証付
　　 証明書発行依頼

１.契約の合意 ３.手付金保証付
   証明書発行申込

買主

保証協会地方本部

●お客様に安心をお届けできる！
●業界唯一の宅建業法上の制度！
●先払いの手付金など、最大で1,000万円まで保証！
●契約前であっても契約後であっても保証！
●利用できるのは当協会の会員だけ！
●会員の皆様・お客様共に「無料」で利用可！

＜一般保証制度のメリット＞

※制度利用の際はお申込みが必要です。
※詳細は保証協会ホームページ（一般および会員専用ページ）をご覧ください。

■ 令和7年度　第8回弁済委員会　審査明細

件数社数審査結果

認証申出 6社 8件 63,030,799円

認　証 5社 7件 17,596,579円

保　留 1社 1件

令和7年度認証累計 25社 36件

金　額

110,924,124円
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大きな森のブランコ ～岡山県～

高さ約10mの空中から吊り下げされたブランコに
乗って、星空をビューン！　おかやまフォレストパー
ク ドイツの森にある『アルプスの少女ハイジ』公認ブ
ランコは、子どもはもちろん、ハイジ世代の大人たち
が行列をつくる夢のアトラクションです。クリスマス
シーズンは恋人たちのメッカとなりますが、宅建士
ラビーちゃんは、トナカイたちの協力を得て、今日も
一途にまちを見守るのでした。
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保証のお知らせ

［不動産お役立ちQ&A］ ＜法律相談＞

売買契約が解除された場合の仲介報酬
弁護士　渡辺 晋

［不動産お役立ちQ&A］＜税務相談＞

住宅取得等資金の贈与を受けた後、
海外へ単身赴任となった場合の
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税制度の適用
税理士　山崎 信義

［不動産お役立ちQ&A］＜賃貸管理ビジネス＞

「空き家管理」で顧客との接点を作る
みらいずコンサルティング株式会社　今井 基次

［宅建士講座］＜宅建士試験合格のコツ＞

法令上の制限　都市計画法（開発許可）
資格試験受験指導講師　植杉 伸介

［連載］ ＜進む！ 業界のIT化＞

時代を映す“新しい道具たち”と不動産革命
株式会社トーラス　木村 幹夫

［連載］ ＜地銀との関係構築㊙術＞

銀行は「不動産業者の本業としての投資」と
「他業種による副業としての投資」をこう見分けています
オペレーショナルデザイン株式会社　佐々木 城夛

新入会員名簿

協会からのお知らせ

地方本部の動き

TRA会員支援情報

47都道府県97会場にて開催！
全国一斉不動産無料相談会

04 - 特別リポート
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ゼスト御池寺町広場（京都府本部）

沖縄タイムス本社ビル １F（沖縄県本部）

NEXT21 １階「アトリウム」※同ビルの2階～ 6階 新潟市中央区役所（新潟県本部）

日本橋プラザ 南広場（東京都本部）

さいたま市役所（埼玉県本部）
ポールスターショッピングセンター
（北海道本部）

　今年の「全国一斉不動産無料相談会」は、北海道6カ所、東
北８カ所、埼玉５カ所、東京21カ所、神奈川５カ所、茨城・栃
木・群馬・千葉の４県で８カ所、中部エリア11カ所、近畿11カ
所、中国５カ所、四国８カ所、九州・沖縄９カ所と、97会場で実
施しました。
　この無料相談事業は、公益事業として不動産知識の普及と
安全な取引を推進することを目的に開催しています。協会設立
日の10月１日を「全日の日」とし、その前後に開催することで、
組織拡充および会員支援につなげるとともに、一般消費者に
身近な相談場所として認知してもらうことを目指しています。
　本年９月４日に開催された全国不動産会議大阪府大会で
は、当無料相談会をテーマとした吉本新喜劇による舞台「無料
相談をきっかけに空き家に笑いの福きたる！」が公演され、一
般観覧者へ有意義なPRとなりました。
　この無料相談会は、2018年から国土交通省と各自治体の
後援を受けて全国一斉に実施。回を重ねるごとに認知度も高
まっています。各会場では、地方本部に所属する宅地建物取引
士に加え、弁護士や税理士、不動産鑑定士、建築士など、不動
産取引の実務に携わっている資格者が、それぞれの相談に対
応しました。まずは受付で相談の概要をヒアリングし、内容に
合わせて専門家窓口に引き継ぎます。各会場では、協会オリジ
ナルグッズなどを配布し、協会活動のPRにも取り組みました。

全国一斉
不動産無料相談会

47都道府県97会場にて開催！

　公益社団法人 全日本不動産協会は、９月20日から10月19日にかけて、全国
47都道府県の主要都市97会場で、不動産無料相談会を実施しました。一般の
方々に気軽に立ち寄っていただけるよう、駅前広場や市・区役所、商業施設の
イベントスペースなどにブースを設営。秋空のもと、多くの相談者が訪れました。

　埼玉県本部のさいたま市役所会場は、あいにくの雨天にも
かかわらず、朝から資料を持参したご夫婦が来訪。「空き家に
なった親の実家を売却する場合、更地にしたほうがいいのか、
現況のまま売ったほうがいいのか」と１時間以上腰を据えて熱
心に相談されました。相談員は資料を見ながら丁寧にヒアリン

グし、このケースの場合では、経費をかけずに現況のまま売る
ことを提案しました。その他、浦和市の土地の相場観など、人
気エリアならではの相談も目立ちました。
　大宮会場では、「兄弟３人で相続した不動産の売却を考えて
いるが、早く売りたい自分と高く売りたい兄、慎重に進めたい
弟……と、３人のなかで温度差がある。接道条件に問題がある
ため建て替えに制限もあり、なかなか話が進まない。どうした
らいいものか」という50代の女性や、「資産価値が見込める住
宅に親がひとりで住んでいるが、相続対策は何から始めればい
いのか」、「相続した不動産の登記について教えてほしい」など、

相続に関する相談が多く寄せられました。対応した相談員は、
「この相談会のいいところは、話が自分の管轄外に及んだ場合、
隣の宅建士や税理士につなぐことができる点。一気に解決でき
るので相談者も来たかいがあると思う」と話しました。
　ところ変わって、東京都本部の日本橋プラザ 南広場に設置
した会場では、晴れ渡った秋空のもと、開始直後から続々と相
談者が訪れました。内容は、「都内に木造建築を所有している
が、これを建て直す際の接道条件や建築条件について具体的
に教えてほしい」といったものから、「親が元気なうちに相続税
の節税対策について知っておきたい」、「家族で共有する空き家
の処分について、どのような方法が考えられるか」といった相談
が寄せられました。中央支部の山口支部長は、「ここはもともと
人通りが多く、毎年50人ほどの相談者が足を運んでくれます。
区の広報誌でPRも行っているので、寄せられる相談内容も幅
広い。すべての相談にできるだけ具体的なアドバイスができる
よう心掛けています」と語りました。

　いずれの会場でも、相談員たちは、相談者がおかれた状況や
要望をしっかりと聴いたうえで、親身にアドバイスを行いました。

　関西地区では、大阪府本部で６会場、滋賀県・京都府・奈良

県・和歌山県・兵庫県本部で各１会場の計11会場で開催。
　大阪府本部では空き家の管理や利活用、売却方法に関する
相談が多く寄せられたほか、相続に伴う登記や遺産分割の注
意点について専門家に確認する来場者も目立ちました。相談員
は１件ずつ丁寧に助言を行い、来場者からは「手続きの道筋が
見えた」との声もありました。

　一方、和歌山県本部は和歌山県JAビルで開催され、相続財
産の整理や登記手続きに関する相談に加え、長期間使われず
に放置された農地の管理や今後の扱いについての悩みも寄せ
られました。地域の実情に即した助言が行われ、「不安が軽減し
た」との声もあり、地方特有の不動産課題を把握する機会とな
りました。

全国97カ所に相談会場を設置

「全日の日」！月　 日は10 1
特別リポート
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JR東日本仙台支社仙台駅２階 ステンドグラス脇 イベントスペース（宮城県本部） アピタ宇都宮店（栃木県本部）

甲府市役所市民コミュニティホール（山梨県本部） 大同特殊鋼 Phenix スクエア（旧クリスタル広場）（愛知県本部）

鳥取市民交流センター 多目的室１（鳥取市役所）（鳥取県本部） J:COMホルトホール大分（大分県本部）

　今年の「全国一斉不動産無料相談会」は、北海道6カ所、東
北８カ所、埼玉５カ所、東京21カ所、神奈川５カ所、茨城・栃
木・群馬・千葉の４県で８カ所、中部エリア11カ所、近畿11カ
所、中国５カ所、四国８カ所、九州・沖縄９カ所と、97会場で実
施しました。
　この無料相談事業は、公益事業として不動産知識の普及と
安全な取引を推進することを目的に開催しています。協会設立
日の10月１日を「全日の日」とし、その前後に開催することで、
組織拡充および会員支援につなげるとともに、一般消費者に
身近な相談場所として認知してもらうことを目指しています。
　本年９月４日に開催された全国不動産会議大阪府大会で
は、当無料相談会をテーマとした吉本新喜劇による舞台「無料
相談をきっかけに空き家に笑いの福きたる！」が公演され、一
般観覧者へ有意義なPRとなりました。
　この無料相談会は、2018年から国土交通省と各自治体の
後援を受けて全国一斉に実施。回を重ねるごとに認知度も高
まっています。各会場では、地方本部に所属する宅地建物取引
士に加え、弁護士や税理士、不動産鑑定士、建築士など、不動
産取引の実務に携わっている資格者が、それぞれの相談に対
応しました。まずは受付で相談の概要をヒアリングし、内容に
合わせて専門家窓口に引き継ぎます。各会場では、協会オリジ
ナルグッズなどを配布し、協会活動のPRにも取り組みました。

　埼玉県本部のさいたま市役所会場は、あいにくの雨天にも
かかわらず、朝から資料を持参したご夫婦が来訪。「空き家に
なった親の実家を売却する場合、更地にしたほうがいいのか、
現況のまま売ったほうがいいのか」と１時間以上腰を据えて熱
心に相談されました。相談員は資料を見ながら丁寧にヒアリン

グし、このケースの場合では、経費をかけずに現況のまま売る
ことを提案しました。その他、浦和市の土地の相場観など、人
気エリアならではの相談も目立ちました。
　大宮会場では、「兄弟３人で相続した不動産の売却を考えて
いるが、早く売りたい自分と高く売りたい兄、慎重に進めたい
弟……と、３人のなかで温度差がある。接道条件に問題がある
ため建て替えに制限もあり、なかなか話が進まない。どうした
らいいものか」という50代の女性や、「資産価値が見込める住
宅に親がひとりで住んでいるが、相続対策は何から始めればい
いのか」、「相続した不動産の登記について教えてほしい」など、

相続に関する相談が多く寄せられました。対応した相談員は、
「この相談会のいいところは、話が自分の管轄外に及んだ場合、
隣の宅建士や税理士につなぐことができる点。一気に解決でき
るので相談者も来たかいがあると思う」と話しました。
　ところ変わって、東京都本部の日本橋プラザ 南広場に設置
した会場では、晴れ渡った秋空のもと、開始直後から続々と相
談者が訪れました。内容は、「都内に木造建築を所有している
が、これを建て直す際の接道条件や建築条件について具体的
に教えてほしい」といったものから、「親が元気なうちに相続税
の節税対策について知っておきたい」、「家族で共有する空き家
の処分について、どのような方法が考えられるか」といった相談
が寄せられました。中央支部の山口支部長は、「ここはもともと
人通りが多く、毎年50人ほどの相談者が足を運んでくれます。
区の広報誌でPRも行っているので、寄せられる相談内容も幅
広い。すべての相談にできるだけ具体的なアドバイスができる
よう心掛けています」と語りました。

　いずれの会場でも、相談員たちは、相談者がおかれた状況や
要望をしっかりと聴いたうえで、親身にアドバイスを行いました。

　関西地区では、大阪府本部で６会場、滋賀県・京都府・奈良

県・和歌山県・兵庫県本部で各１会場の計11会場で開催。
　大阪府本部では空き家の管理や利活用、売却方法に関する
相談が多く寄せられたほか、相続に伴う登記や遺産分割の注
意点について専門家に確認する来場者も目立ちました。相談員
は１件ずつ丁寧に助言を行い、来場者からは「手続きの道筋が
見えた」との声もありました。

　一方、和歌山県本部は和歌山県JAビルで開催され、相続財
産の整理や登記手続きに関する相談に加え、長期間使われず
に放置された農地の管理や今後の扱いについての悩みも寄せ
られました。地域の実情に即した助言が行われ、「不安が軽減し
た」との声もあり、地方特有の不動産課題を把握する機会とな
りました。

空き家の売却、遺産分割、建て替え、相場etc.
不動産実務に携わる資格者たちが親身に対応
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モユクサッポロ 地下２F（北海道本部）

シャレオ中央広場（広島県本部）

弘前駅前公共施設 ヒロロ ３階多世代交流室（青森県本部）

松江市役所（島根県本部）

前橋市役所 市議会庁舎 3階 303号室（群馬県本部） トナリエ四日市（三重県本部）

伊予鉄髙島屋 ９階 ローズホール（愛媛県本部）

霞城セントラル 1階アトリウム（山形県本部）

岐阜市役所（岐阜県本部）

　今年の「全国一斉不動産無料相談会」は、北海道6カ所、東
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は、当無料相談会をテーマとした吉本新喜劇による舞台「無料
相談をきっかけに空き家に笑いの福きたる！」が公演され、一
般観覧者へ有意義なPRとなりました。
　この無料相談会は、2018年から国土交通省と各自治体の
後援を受けて全国一斉に実施。回を重ねるごとに認知度も高
まっています。各会場では、地方本部に所属する宅地建物取引
士に加え、弁護士や税理士、不動産鑑定士、建築士など、不動
産取引の実務に携わっている資格者が、それぞれの相談に対
応しました。まずは受付で相談の概要をヒアリングし、内容に
合わせて専門家窓口に引き継ぎます。各会場では、協会オリジ
ナルグッズなどを配布し、協会活動のPRにも取り組みました。

　埼玉県本部のさいたま市役所会場は、あいにくの雨天にも
かかわらず、朝から資料を持参したご夫婦が来訪。「空き家に
なった親の実家を売却する場合、更地にしたほうがいいのか、
現況のまま売ったほうがいいのか」と１時間以上腰を据えて熱
心に相談されました。相談員は資料を見ながら丁寧にヒアリン

グし、このケースの場合では、経費をかけずに現況のまま売る
ことを提案しました。その他、浦和市の土地の相場観など、人
気エリアならではの相談も目立ちました。
　大宮会場では、「兄弟３人で相続した不動産の売却を考えて
いるが、早く売りたい自分と高く売りたい兄、慎重に進めたい
弟……と、３人のなかで温度差がある。接道条件に問題がある
ため建て替えに制限もあり、なかなか話が進まない。どうした
らいいものか」という50代の女性や、「資産価値が見込める住
宅に親がひとりで住んでいるが、相続対策は何から始めればい
いのか」、「相続した不動産の登記について教えてほしい」など、

相続に関する相談が多く寄せられました。対応した相談員は、
「この相談会のいいところは、話が自分の管轄外に及んだ場合、
隣の宅建士や税理士につなぐことができる点。一気に解決でき
るので相談者も来たかいがあると思う」と話しました。
　ところ変わって、東京都本部の日本橋プラザ 南広場に設置
した会場では、晴れ渡った秋空のもと、開始直後から続々と相
談者が訪れました。内容は、「都内に木造建築を所有している
が、これを建て直す際の接道条件や建築条件について具体的
に教えてほしい」といったものから、「親が元気なうちに相続税
の節税対策について知っておきたい」、「家族で共有する空き家
の処分について、どのような方法が考えられるか」といった相談
が寄せられました。中央支部の山口支部長は、「ここはもともと
人通りが多く、毎年50人ほどの相談者が足を運んでくれます。
区の広報誌でPRも行っているので、寄せられる相談内容も幅
広い。すべての相談にできるだけ具体的なアドバイスができる
よう心掛けています」と語りました。

　いずれの会場でも、相談員たちは、相談者がおかれた状況や
要望をしっかりと聴いたうえで、親身にアドバイスを行いました。

　関西地区では、大阪府本部で６会場、滋賀県・京都府・奈良

県・和歌山県・兵庫県本部で各１会場の計11会場で開催。
　大阪府本部では空き家の管理や利活用、売却方法に関する
相談が多く寄せられたほか、相続に伴う登記や遺産分割の注
意点について専門家に確認する来場者も目立ちました。相談員
は１件ずつ丁寧に助言を行い、来場者からは「手続きの道筋が
見えた」との声もありました。

　一方、和歌山県本部は和歌山県JAビルで開催され、相続財
産の整理や登記手続きに関する相談に加え、長期間使われず
に放置された農地の管理や今後の扱いについての悩みも寄せ
られました。地域の実情に即した助言が行われ、「不安が軽減し
た」との声もあり、地方特有の不動産課題を把握する機会とな
りました。

相談者からは「手続きの道筋が見えた」との声。
相談員側は地方の不動産課題を知るよい機会に

来場者へ配付した
協会オリジナルグッズ
（内容は会場により異なる）
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※後援は会場により異なります。
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人通りが多く、毎年50人ほどの相談者が足を運んでくれます。
区の広報誌でPRも行っているので、寄せられる相談内容も幅
広い。すべての相談にできるだけ具体的なアドバイスができる
よう心掛けています」と語りました。

　いずれの会場でも、相談員たちは、相談者がおかれた状況や
要望をしっかりと聴いたうえで、親身にアドバイスを行いました。

　関西地区では、大阪府本部で６会場、滋賀県・京都府・奈良
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相談が多く寄せられたほか、相続に伴う登記や遺産分割の注
意点について専門家に確認する来場者も目立ちました。相談員
は１件ずつ丁寧に助言を行い、来場者からは「手続きの道筋が
見えた」との声もありました。

　一方、和歌山県本部は和歌山県JAビルで開催され、相続財
産の整理や登記手続きに関する相談に加え、長期間使われず
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下通アーケード ココサ前
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宮崎山形屋 四季ふれあいモール
ライカ南国ホール Li-Ka1920 ５階
沖縄タイムス本社ビル １F



　宅建業者は、取引当事者の間に

立って、物件を紹介して案内をした

り、取引条件の交渉をするなどの仲介

行為（媒介行為）を行って、業務の対

価としての仲介報酬を得ます。仲介報

酬については、最判昭和49.11.14民

集22巻８号1677頁では、『仲介人が

宅地建物取引業者であって、依頼者

との間で、仲介によりいったん売買契

約が成立したときは、その後、依頼者

の責に帰すべき事由により契約が履

行されなかったときでも、一定額の報

酬金を依頼者に請求しうる旨約定し

ていた等の特段の事情がある場合は

格別、一般に仲介による報酬金は、売

買契約が成立し、その履行がされ、取

引の目的が達成された場合について

定められているものと解するのが相当

である』と述べられているなど、特約

がない場合には、決済に至らなけれ

ば、報酬を請求できません。しかし他

方で特約があれば、決済に至らなく

ても、契約が成立すれば報酬を請求

することができます。

　媒介契約において、売買が成立し

たときは報酬を請求することができる

と定められていたことから、売買契約

成立後に売買契約が解除になったけ

れども、宅建業者の媒介契約に定め

られたとおりの仲介報酬請求が認め

られたケースが、東京地判令和

4.1.11-2022WLJPCA11108010

です。

1. 事案の概要
　Ｘは宅建業者。平成30年12月15

日、土地の所有者Ａとの間で、土地（本

件土地）の売却に関して、仲介報酬の

額を、成約本体価格×３％＋６万円

（消費税および地方消費税抜き報酬

額）、および同価格の８％（消費税額お

よび地方消費税額の合計額）を合計

した額としたうえで、「Ｘの媒介によっ

て本件土地の売買が成立したときは、

Ｘは、Ａに対し、報酬を請求することが

できる」と定めて、一般媒介契約（本件

媒介契約）を締結した。

　Ａは、Ｘの仲介によって、平成31年

２月18日、買主Ｂとの間で、本件土地

について、手付金1,250万円を受領し

たうえで、売買代金１億2,500万円と

する売買契約を締結した。しかし残代

金の支払日までに、残代金１億1,250

万円が支払われなかったので、Ａは、

Ｂに対して、本件土地の売買契約を解

除した。

　Ｘは、Ａに対して仲介報酬を請求し

たが、Ａがこれを拒んだので、約定の

仲介報酬411万4,800円の支払いを

求めて、訴えを提起した。

　裁判所は次のとおり述べて、Ｘの主

張どおり、媒介契約書に定められた

411万4,800円について、ＡにはＸに

対して仲介報酬を支払う義務があるこ

とを認めた。

2. 裁判所の判断
　『一般に不動産売買についての媒

介契約は、対象不動産の売買につい

ての仲介を委託する準委任契約と解

されるところ、その目的は、対象不動産

についての売買契約を成立させること

にある。そのために仲介者が行うべき

一般的な業務である調査、交渉、斡

旋、契約書や重要事項説明書の作成

及び説明の各業務は、売買契約の成

立までに履行することが予定されてい

る。仮に売買契約成立後に仲介者が

行うべき業務があったとしても、通常

は補助的な業務にすぎない。すなわ

ち、売買契約が成立した場合におい

て、それが約定どおり履行されるか否

かは、仲介人が保証できるものではな

く、その履行の実施を補助するにとど

まることからすれば、不動産売買の媒

介契約は、原則として売買契約が成立

することによって、その委任事務を履

行したものとして、その報酬支払請求

権が発生するものというべきである。そ

して、本件媒介契約において、仲介報

酬について、「Ｘの媒介によって本件土

地の売買が成立したときは、原告は、

被告に対し、報酬を請求することがで

きる」との定めがあるのは、このことを

定めたものと解するのが相当である。

そうすると、Ｘの報酬請求権は、本件

売買契約の成立によって発生する』。

　売買契約が円滑に決済されるよう

に尽力することは仲介業者の務めです

が、売買契約の決済は売主と買主が

行うものですから、決済されない場面

が生じることは避けられません。宅建

業者は、媒介契約を締結するにあたっ

ては、売買契約の交渉から決済に至る

まで生じ得るあらゆる場面を想定し

て、対応を考えておく必要があります。
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　媒介契約書に、売買契約が成立すれば仲介報酬を請求できる旨の定めがあ
りますから、売買契約が成立後に解除になっても、売主に対して、媒介契約に定
められた額の仲介報酬を請求することができます。

　所有者から土地売却の仲介の依頼を受けて業務を行い、売買契約が成立し
ましたが、買主が代金を支払わなかったために、売買契約が解除になりました。
当社は売主との間で媒介契約書を作成しており、売買契約が成立すれば仲介
報酬を請求できる旨が明記されています。当社は売主に仲介報酬を請求できる
でしょうか。

仲介報酬の意義

東京地判令和4.1.11
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　宅建業者は、取引当事者の間に

立って、物件を紹介して案内をした

り、取引条件の交渉をするなどの仲介

行為（媒介行為）を行って、業務の対

価としての仲介報酬を得ます。仲介報

酬については、最判昭和49.11.14民

集22巻８号1677頁では、『仲介人が

宅地建物取引業者であって、依頼者

との間で、仲介によりいったん売買契

約が成立したときは、その後、依頼者

の責に帰すべき事由により契約が履

行されなかったときでも、一定額の報

酬金を依頼者に請求しうる旨約定し

ていた等の特段の事情がある場合は

格別、一般に仲介による報酬金は、売

買契約が成立し、その履行がされ、取

引の目的が達成された場合について

定められているものと解するのが相当

である』と述べられているなど、特約

がない場合には、決済に至らなけれ

ば、報酬を請求できません。しかし他

方で特約があれば、決済に至らなく

ても、契約が成立すれば報酬を請求

することができます。

　媒介契約において、売買が成立し

たときは報酬を請求することができる

と定められていたことから、売買契約

成立後に売買契約が解除になったけ

れども、宅建業者の媒介契約に定め

られたとおりの仲介報酬請求が認め

られたケースが、東京地判令和
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旋、契約書や重要事項説明書の作成

及び説明の各業務は、売買契約の成

立までに履行することが予定されてい

る。仮に売買契約成立後に仲介者が

行うべき業務があったとしても、通常

は補助的な業務にすぎない。すなわ

ち、売買契約が成立した場合におい

て、それが約定どおり履行されるか否

かは、仲介人が保証できるものではな

く、その履行の実施を補助するにとど

まることからすれば、不動産売買の媒

介契約は、原則として売買契約が成立

することによって、その委任事務を履

行したものとして、その報酬支払請求

権が発生するものというべきである。そ

して、本件媒介契約において、仲介報

酬について、「Ｘの媒介によって本件土

地の売買が成立したときは、原告は、

被告に対し、報酬を請求することがで

きる」との定めがあるのは、このことを

定めたものと解するのが相当である。

そうすると、Ｘの報酬請求権は、本件

売買契約の成立によって発生する』。

　売買契約が円滑に決済されるよう

に尽力することは仲介業者の務めです

が、売買契約の決済は売主と買主が

行うものですから、決済されない場面

が生じることは避けられません。宅建

業者は、媒介契約を締結するにあたっ

ては、売買契約の交渉から決済に至る

まで生じ得るあらゆる場面を想定し

て、対応を考えておく必要があります。

山下・渡辺法律事務所
弁護士

渡辺 晋
第一東京弁護士会所属。最高裁判所司法研修所民
事弁護教官、司法試験考査委員、国土交通省「不動
産取引からの反社会的勢力の排除のあり方の検討
会」座長を歴任。マンション管理士試験委員。著書に
『新訂版 不動産取引における契約不適合責任と説
明義務』（大成出版社）、『民法の解説』『最新区分所
有法の解説』（住宅新報出版）など。
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●売買契約の仲介報酬については、一般に、売買契約が成立しても、決済に至らな
い場合には、特約がなければ、報酬を請求することができない。
●もっとも、媒介契約において、宅建業者の媒介によって売買が成立したときは報
酬を請求することができると定められていれば、売買契約成立後に契約が解除に
なったときにも、宅建業者は媒介契約に定められたとおりの仲介報酬を請求する
ことができる。
●宅建業者は、媒介契約を締結するにあたっては、売買契約の交渉から決済に至る
まで生じ得るさまざまな場面を想定して、対応を考えておく必要がある。

今回のポイント

図表　東京地判令和4.1.11のイメージ

第10条（報酬の請求）
乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が
成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求するこ
とができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条
件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成
就した場合にのみ報酬を請求することができます。
２ 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限
度額の範囲内で、甲乙協議の上、定めます。

一般媒介契約約款
（宅地建物取引業法施行規則、
平成2年1月30日、建設省告示第115号）の条文

column

売買契約を
解除したから
仲介報酬もなし

媒介契約書に
定めがあるから
支払ってください

A（売主） B（買主）

X（宅建業者）
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  その年の１月１日において18歳以

上であることなどの一定の要件を満

たす個人（以下「特定受贈者」）が、

令和８年12月31日までの間に、父

母や祖父母など直系尊属からの贈

与により、自己の居住の用に供する

一定の住宅用家屋の新築もしくは

取得または増改築等の対価に充て

るための金銭（以下「住宅取得等資

金」）を取得した場合において、一

定の要件を満たすときは、非課税限

度額（省エネ等住宅（注）1,000万

円、それ以外の住宅は 500万円）

までの金額について、特定受贈者に

係る贈与税が非課税となります。

（１）原則
　非課税制度の適用を受けるため

には、原則として、特定受贈者が住

宅取得等資金の贈与を受けた年の

翌年3月15日までにその家屋に居

住することが要件（以下「居住要

件」）とされます。贈与を受けた年の

翌年の3月15日までに居住しない

場合であっても、取得した住宅用家

屋を同日後遅滞なく特定受贈者の

居住の用に供することが確実であ

ると見込まれる場合には、一定の書

類の添付により特例の適用ができ

ます（措法70条の2第1項）。ただ

し、贈与を受けた年の翌年の12月

31日までに特定受贈者の居住の用

に供されていない場合は、特例の適

用ができないため、修正申告書の

提出が必要となります（同条第4

項）。

（２）やむを得ない事由により一時
的に家族と別居する場合の居住要
件の取扱い
　前記（1）のとおり、非課税制度の

対象となる住宅用家屋は、特定受

贈者が生活の拠点として利用して

いる家屋をいい、特定受贈者の親

族のみを居住させるための住宅用

家屋の新築等は、非課税制度の居

住要件には該当しません。しかし、

住宅取得等資金の贈与を受けた特

定受贈者が、転勤等のやむを得な

い事由により、その住宅用家屋に居

住しないことを余儀なくされ、一時

的に家族と別居した場合にまで、居

住要件に該当しないことを理由に、

非課税制度の適用を認めないとす

るのは酷といえます。

　このため国税庁では、措法通達

70の２-２により、前記（1）の居住

要件を緩和する取扱いを設けてい

ます。すなわち、住宅取得等資金の

贈与を受けて住宅用家屋の新築等

した特定受贈者が、転勤その他の

やむを得ない事情により、その者の

配偶者、扶養親族その他その者と

生計を一にする親族と日常の起居

を共にしていない場合においても、

その者と生計を一にする親族が、そ

の住宅用家屋を居住の用に供して

おり、かつ、そのやむを得ない事情

が解消した場合には住宅取得等資

金の贈与を受けた特定受贈者が共

にその住宅用家屋に居住することと

なると認められるときには、その居

住用家屋は特定受贈者の居住の用

に供したとして、居住要件を満たす

ものとして取り扱われます。

　甲さんは、海外転勤により妻およ

び長女と日常の起居を共にしていま

せんが、生計を一にする親族である

妻および長女が前記の住宅用家屋

を居住の用に供しており、 ２年間の

海外転勤期間終了後、甲は、妻およ

び長女と共にその家屋に居住する

ことを予定しているため、前記２.

（2）より、非課税制度の適用を受け

ることができます。

　甲さん自身は、海外転勤により前記の住宅用家屋に居住していませんが、
甲さんと生計を一にする妻および長女がその家屋に居住しており、また２年
間の海外転勤期間の終了後、甲さんが妻および長女と共にその家屋に居住す
ることを予定しているため、後記２.より、非課税制度の適用を受けることがで
きます。

　サラリーマンの甲さ
ん（40歳）は、令和７年
1月に父（70歳）から
500万円の資金の贈
与を受け、同年３月に
ハウスメーカーと建築
請負契約を締結し、そ
の500万円を建築代
金の頭金の支払いに
充てました。
　その後、その家屋の建築中に、甲さんが令和７年４月から２年間の予定で勤
務先の海外拠点に転勤となり、単身赴任することになりました。
　この請負契約による家屋は同年10月に完成し、ハウスメーカーから物件の
引渡しを受けた後は、甲さんの妻および長女のみがその家屋に居住していま
す。甲さんは２年間の海外転勤期間終了後は、妻および長女と一緒に前記の住
宅用家屋に居住する予定です。なお、甲さんの妻と長女は、甲さんと生計を一に
する親族です。
　前記の場合において、甲さんは租税特別措置法（以下「措法」）70条の２の
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下
「非課税制度」)の適用を受けることができますか。
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税理士法人
タクトコンサルティング
情報企画部部長　税理士

山崎 信義
2001年タクトコンサルティング入社。相続、譲
渡、事業承継から企業組織再編まで、資産税を機
軸にコンサルティングを行う。中小企業庁「『事業
引継ぎガイドライン』改訂検討会」委員などを歴
任。著書に『不動産組替えの税務Q&A』（大蔵財
務協会）など。
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  その年の１月１日において18歳以

上であることなどの一定の要件を満

たす個人（以下「特定受贈者」）が、

令和８年12月31日までの間に、父

母や祖父母など直系尊属からの贈

与により、自己の居住の用に供する

一定の住宅用家屋の新築もしくは

取得または増改築等の対価に充て

るための金銭（以下「住宅取得等資

金」）を取得した場合において、一

定の要件を満たすときは、非課税限

度額（省エネ等住宅（注）1,000万

円、それ以外の住宅は 500万円）

までの金額について、特定受贈者に

係る贈与税が非課税となります。

（１）原則
　非課税制度の適用を受けるため

には、原則として、特定受贈者が住

宅取得等資金の贈与を受けた年の

翌年3月15日までにその家屋に居

住することが要件（以下「居住要

件」）とされます。贈与を受けた年の

翌年の3月15日までに居住しない

場合であっても、取得した住宅用家

屋を同日後遅滞なく特定受贈者の

居住の用に供することが確実であ

ると見込まれる場合には、一定の書

類の添付により特例の適用ができ

ます（措法70条の2第1項）。ただ

し、贈与を受けた年の翌年の12月

31日までに特定受贈者の居住の用

に供されていない場合は、特例の適

用ができないため、修正申告書の

提出が必要となります（同条第4

項）。

（２）やむを得ない事由により一時
的に家族と別居する場合の居住要
件の取扱い
　前記（1）のとおり、非課税制度の

対象となる住宅用家屋は、特定受

贈者が生活の拠点として利用して

いる家屋をいい、特定受贈者の親

族のみを居住させるための住宅用

家屋の新築等は、非課税制度の居

住要件には該当しません。しかし、

住宅取得等資金の贈与を受けた特

定受贈者が、転勤等のやむを得な

い事由により、その住宅用家屋に居

住しないことを余儀なくされ、一時

的に家族と別居した場合にまで、居

住要件に該当しないことを理由に、

非課税制度の適用を認めないとす

るのは酷といえます。

　このため国税庁では、措法通達

70の２-２により、前記（1）の居住

要件を緩和する取扱いを設けてい

ます。すなわち、住宅取得等資金の

贈与を受けて住宅用家屋の新築等

した特定受贈者が、転勤その他の

やむを得ない事情により、その者の

配偶者、扶養親族その他その者と

生計を一にする親族と日常の起居

を共にしていない場合においても、

その者と生計を一にする親族が、そ

の住宅用家屋を居住の用に供して

おり、かつ、そのやむを得ない事情

が解消した場合には住宅取得等資

金の贈与を受けた特定受贈者が共

にその住宅用家屋に居住することと

なると認められるときには、その居

住用家屋は特定受贈者の居住の用

に供したとして、居住要件を満たす

ものとして取り扱われます。

　甲さんは、海外転勤により妻およ

び長女と日常の起居を共にしていま

せんが、生計を一にする親族である

妻および長女が前記の住宅用家屋

を居住の用に供しており、 ２年間の

海外転勤期間終了後、甲は、妻およ

び長女と共にその家屋に居住する

ことを予定しているため、前記２.

（2）より、非課税制度の適用を受け

ることができます。

●前記２.（2）の取扱いは、特定受贈者が本問の甲さんのような単身赴任のサ
ラリーマンの場合のほか、例えば、特定受贈者が赴任先に所在する大学に在
学していた子と赴任先で一緒に生活をし、生計を一にする配偶者やほかの子が、
住宅取得等資金の贈与を受けて新築等した住宅用家屋を居住の用に供してい
るような場合も、適用対象となる。

１．住宅取得等資金の
非課税制度の概要

（注）「省エネ等住宅」とは、別名「質の高い住宅」と
もいわれ、省エネ等基準に適合する住宅用家屋で
あることにつき、一定の書類により証明されたものを
いいます。

２．非課税制度における
居住要件

３．結論

今回のポイント
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　近年、全国で空き家の増加が大き

な社会問題となっています。令和５年

発表の住宅・土地統計調査によれば、

国内の空き家数はすでに900万戸を

突破しています。しかも問題なのは、単

なる売却用や賃貸用の住宅ではなく、

かつて実際に人が住んでいた「実需

の住宅」の空き家が増えていることで

す。いわゆる「実家」や相続で受け継い

だ住宅が、利用されないまま放置され

るケースが増加しており、直近５年で

349万戸から385万戸へと36万戸も

増えています。

　こうした状況を受け、空き家対策特

別措置法も改正されました。従来は

「特定空き家」、すなわち倒壊の危険

があるなど、著しく管理不十分な物件

だけが自治体の「指導・勧告」の対象

となり、固定資産税の軽減措置から除

外されてきました。ところが令和５年

の改正で、その対象が拡大し、壁や窓

の破損、庭木の繁茂など生活環境に

悪影響を及ぼす「管理不全空き家」も

指導・勧告の対象となったのです。つ

まり、これまで以上に空き家の放置が

許されない時代になってきたといえる

でしょう。

　空き家の扱い方には、大きく分けて

５つの方向性があるのではないでしょ

うか。

① 売却してすっきり
　もっともシンプルなのが売却です。

維持管理の手間や費用をゼロにでき

ます。ただ、先祖代々受け継いできた

不動産を売ることに抵抗があることも

少なくありません。

② 貸家として運用する
　リフォームや修繕によって貸家とし

て再生できれば、安定収入を生む資

産に変わります。築年数や立地条件に

よっては、最小限の手直しで、そのまま

賃貸に出せるケースもあります。

③ 建て替える
　立地によっては、アパートや賃貸住

宅に建て替える選択肢も考えられま

す。ただし、相続で空き家を受け取っ

た人の多くはすでに持ち家があるた

め、自宅用としての需要は乏しいのが

現実です。

④ 現状維持で何もしない
　「とりあえず放置する」というケース

も少なくありません。しかし、これは問

題の先送りにすぎず、建物の劣化や近

隣トラブルのリスクを高めます。

⑤ 空き家のまま管理を依頼する
　現状維持と似ていますが、専門業

者に管理を委託することで、雑草や破

損などの問題を防ぐことができます。

根本解決ではないものの、将来の選

択肢を残しつつリスクを抑える手段と

いえます。

　しかし実際には、多くの所有者がす

ぐには売却や活用に踏み切れません。

その背景には「思い出との葛藤」があ

ります。生まれ育った家や家族との記

憶が詰まった住まいを手放すことに、

良心の呵責を覚える人は少なくありま

せん。また、相続人が複数いる場合に

は意見が割れ、結論を出せずに時間

だけが過ぎてしまうこともあります。

　こうした感情面のハードルがあるか

らこそ、「とりあえず管理をする」という

選択肢が重要になってきます。草木を

整え、建物を定期的に見守るだけで

も、近隣への迷惑や「管理不全空き

家」への指定を避けられます。管理を

通じて所有者の不安を解消し、将来

の売却や賃貸活用へと自然にステッ

プを進められるのです。

　不動産会社にとって、空き家管理は

単なる「延命策」ではなく、新たな顧客

接点の創出手段です。管理をきっかけ

に所有者との信頼関係を築くことで、

将来的に売却や賃貸、建て替えなど

の本格的な取引へとつながります。

　特に「管理不全空き家」のリスクが

高まっている今、所有者は何らかの対

応を迫られています。しかし、多くの人

は「何をどうすればいいかわからな

い」状態にあります。そこで、まずは管

理という入り口を用意してあげること

が、顧客にとっても、事業者にとっても

価値のある第一歩となるのです。

　空き家問題は一朝一夕には解決で

きません。しかし、放置すればするほど

深刻化します。不動産会社が空き家

管理をサービスとして提供することで、

所有者の悩みを解きほぐし、将来の大

きなビジネスへとつなげていくことが

できるのです。

　空き家の増加は止まらず、法制度も

ますます厳格化していくはずです。そ

の中で、空き家管理は「問題先送りの

手段」ではなく、「顧客との接点づくり

の第一歩」として位置づけることが重

要です。管理を通じて信頼を得られれ

ば、いずれ訪れる売却・賃貸・建て替

えといった局面で、確実に選ばれる存

在となるでしょう。

　たしかに空き家管理は通常の賃貸管理とは異なり、入居者対応がない代
わりに「巡回・点検・報告」といった手間が発生します。ただし、ここで一
歩踏み出すことには大きな意味があります。空き家管理は、将来的に「売却」
や「賃貸運用」「建て替え」などに発展する可能性が低くなく、所有者と早
い段階で接点を持つことができるのです。つまり、単なる管理業務にとどま
らず、将来の仲介や管理受託の入口として大きなチャンスになります。

　ここ最近、「空き家（戸建て）の管理をお願いで
きませんか？」という依頼が増えてきました。当
社ではこれまで賃貸管理は行ってきましたが、
空き家管理は未経験です。手間がかかりそうで
すし、本当に取り組むべきかどうか悩んでいます。アドバイスをいただけますか。

nswerA

空き家の現状

空き家の５つの方向性
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　近年、全国で空き家の増加が大き

な社会問題となっています。令和５年

発表の住宅・土地統計調査によれば、

国内の空き家数はすでに900万戸を

突破しています。しかも問題なのは、単

なる売却用や賃貸用の住宅ではなく、

かつて実際に人が住んでいた「実需

の住宅」の空き家が増えていることで

す。いわゆる「実家」や相続で受け継い

だ住宅が、利用されないまま放置され

るケースが増加しており、直近５年で

349万戸から385万戸へと36万戸も

増えています。

　こうした状況を受け、空き家対策特

別措置法も改正されました。従来は

「特定空き家」、すなわち倒壊の危険

があるなど、著しく管理不十分な物件

だけが自治体の「指導・勧告」の対象

となり、固定資産税の軽減措置から除

外されてきました。ところが令和５年

の改正で、その対象が拡大し、壁や窓

の破損、庭木の繁茂など生活環境に

悪影響を及ぼす「管理不全空き家」も

指導・勧告の対象となったのです。つ

まり、これまで以上に空き家の放置が

許されない時代になってきたといえる

でしょう。

　空き家の扱い方には、大きく分けて

５つの方向性があるのではないでしょ

うか。

① 売却してすっきり
　もっともシンプルなのが売却です。

維持管理の手間や費用をゼロにでき

ます。ただ、先祖代々受け継いできた

不動産を売ることに抵抗があることも

少なくありません。

② 貸家として運用する
　リフォームや修繕によって貸家とし

て再生できれば、安定収入を生む資

産に変わります。築年数や立地条件に

よっては、最小限の手直しで、そのまま

賃貸に出せるケースもあります。

③ 建て替える
　立地によっては、アパートや賃貸住

宅に建て替える選択肢も考えられま

す。ただし、相続で空き家を受け取っ

た人の多くはすでに持ち家があるた

め、自宅用としての需要は乏しいのが

現実です。

④ 現状維持で何もしない
　「とりあえず放置する」というケース

も少なくありません。しかし、これは問

題の先送りにすぎず、建物の劣化や近

隣トラブルのリスクを高めます。

⑤ 空き家のまま管理を依頼する
　現状維持と似ていますが、専門業

者に管理を委託することで、雑草や破

損などの問題を防ぐことができます。

根本解決ではないものの、将来の選

択肢を残しつつリスクを抑える手段と

いえます。

　しかし実際には、多くの所有者がす

ぐには売却や活用に踏み切れません。

その背景には「思い出との葛藤」があ

ります。生まれ育った家や家族との記

憶が詰まった住まいを手放すことに、

良心の呵責を覚える人は少なくありま

せん。また、相続人が複数いる場合に

は意見が割れ、結論を出せずに時間

だけが過ぎてしまうこともあります。

　こうした感情面のハードルがあるか

らこそ、「とりあえず管理をする」という

選択肢が重要になってきます。草木を

整え、建物を定期的に見守るだけで

も、近隣への迷惑や「管理不全空き

家」への指定を避けられます。管理を

通じて所有者の不安を解消し、将来

の売却や賃貸活用へと自然にステッ

プを進められるのです。

　不動産会社にとって、空き家管理は

単なる「延命策」ではなく、新たな顧客

接点の創出手段です。管理をきっかけ

に所有者との信頼関係を築くことで、

将来的に売却や賃貸、建て替えなど

の本格的な取引へとつながります。

　特に「管理不全空き家」のリスクが

高まっている今、所有者は何らかの対

応を迫られています。しかし、多くの人

は「何をどうすればいいかわからな

い」状態にあります。そこで、まずは管

理という入り口を用意してあげること

が、顧客にとっても、事業者にとっても

価値のある第一歩となるのです。

　空き家問題は一朝一夕には解決で

きません。しかし、放置すればするほど

深刻化します。不動産会社が空き家

管理をサービスとして提供することで、

所有者の悩みを解きほぐし、将来の大

きなビジネスへとつなげていくことが

できるのです。

　空き家の増加は止まらず、法制度も

ますます厳格化していくはずです。そ

の中で、空き家管理は「問題先送りの

手段」ではなく、「顧客との接点づくり

の第一歩」として位置づけることが重

要です。管理を通じて信頼を得られれ

ば、いずれ訪れる売却・賃貸・建て替

えといった局面で、確実に選ばれる存

在となるでしょう。

思い出との葛藤が足かせに

空き家管理から始まる顧客接点

みらいずコンサルティング
株式会社
代表取締役

今井 基次

賃貸仲介、売買仲介、賃貸管理、収益売買仲介、資産形成コンサルティングの経験を経て、みらい
ずコンサルティング株式会社を設立。不動産業者・不動産オーナーの経験をもとにして、全国の
賃貸管理業を行う企業へのコンサルティングや講演・研修活動を行う。聴講者はこれまでに３万
人を超え、好評を得ている。CPM®、CFP®、不動産コンサルティングマスターなど資格多数。著書
に『ラクして稼ぐ不動産投資33の法則 成功大家さんへの道は管理会社で決まる！』（筑摩書房）
がある。
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図表　空き家戦略の５類型と比較

現状維持 空き家保有（管理） 賃貸（運用） 建て替え 売却（仲介）

保有 利活用 整理

収入なし 収入なし 家賃収入あり 家賃収入の可能性あり なし（売却益あり）

固都税
（特例除外の可能性） 管理料と固都税 修繕費と運営費など 建築費などの投資 支出なし

老朽化・近隣
トラブルリスク

計画・施工時は大きいが
その後は少ない

中程度のリスク
（巡回で抑制可） 入居・滞納リスクあり 事業リスク低め リスク解消

管理会社委託で手間小 手間不要（売却時のみ）自己管理の負担大 委託で手間小

建物はなくなるが
土地は残る思い出を残せる 思い出も資産も手放す思い出を残せる思い出との葛藤 思い出を残せる

家（土地）を守っている
印象家を守っている印象 手放した印象家を守っている印象 家を守っている印象

次世代にいかす形で継承 完全にリセット土地は残すが家は変わる思い出のまま保存

継続的収入

継続的支出

保有するリスク

感
情

収
益

リ
ス
ク 保有する手間

親族への印象

実家での思い出 思い出のまま保存
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宅建士試験合格のコツ

宅
建
士 

ー Real Estate Notary

宅建士試験合格のコツ宅 建 士 講 座 Vol.77

法令上の制限
～都市計画法（開発許可）～

　開発許可手続きの一連の
流れは、次のようになります。

（1）申請前の手続き
①１ヘクタール以上の開発行為の設計図書は、一定の資格を有する者が作成する必要があります。
②あらかじめ、開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議してその同意を得、かつ、将来設置される公共施設の
　管理者等と協議しなければなりません。
③工事実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意（全員の同意は不要）を得ておく必要があります。

(2)許可の申請
　開発許可の申請は、必ず書面で行わなければなりません。許可申請書には、前述の公共施設に関する管理者等との同意
書および協議書を添付する必要があります。

(3)許可・不許可の処分
　許可の申請があった場合、都道府県知事は、遅滞なく、許可・不許可の処分をしなければなりません。この処分は、必ず文
書で通知することを要し、さらに不許可の場合は、その理由も通知しなければなりません。

(1)開発行為の内容の変更
　許可を受けた後に、開発行為の内容を変更する場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な変更の場合は、許可まで受ける必要はなく、遅滞なく、都道府県知事に届け出ればよいことになっています。

(2)許可に基づく地位の承継
　一般承継人（相続人等）は、許可を受けた地位をそのまま承継しますが、特定承継人（土地の譲渡を受けた者等）は、
都道府県知事の承認を受けないと承継できません。

(3)工事の廃止
　開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事
を途中で廃止した場合は、遅滞なく、その旨を都道
府県知事に届け出なければなりません。
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　開発許可に関する問題は、本試験で毎年出題されています。開発許可については、許可の要否の問題のほか、許可
手続きの一連の流れにおける問題も出題されます。今回は、許可手続き関連の知識を整理しておきたいと思います。

開発許可の手続き1

許可後の手続き2

工事完了
の 公 告

工事完了
検　　査

工　事
開　始

許　可
処　分

不　服
申立て

不許可
処　分

申
請
前
の
手
続
き

許
可
の
申
請 工事完了

届　　出

一般承継

特定承継
開発許可

内容変更

工事廃止

当然に承継

知事の承認を得て承継

原則、知事の許可（軽微変更は届出）

知事への届出

　公共施設に関する「同意」の要否に注意。現在設置されている公共施設は「同意」まで必要だが、将来設置
される公共施設は「協議」だけでよい。

Poin
t



植杉 伸介

宅建士・行政書士・マンション管理士、管理業務主任
者試験などの講師を35年以上務める。著書に『マンガ
はじめてマンション管理士・管理業務主任者』（住宅新
報出版）、『ケータイ宅建士 2025』（三省堂）などがあ
るほか、多くの問題集の作成に携わり、受験勉強のノ
ウハウを提供している。

au
tho
r

開発行為に関係がある公共施設（既設の公共施設）については、
あらかじめ、その公共施設の管理者と協議するだけでなく、同意ま
で得ておく必要があります。

こう考えよう！ と

Answer 1

Answer 2

【解説】

開発区域内の土地の譲渡を受けた者（特定承継人）は、都道府県
知事の承認がないと開発許可を受けた地位を承継することがで
きません。

【解説】

(1)届出・検査・公告

(2)開発行為によって設置された公共施設
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解 答 解 説

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意
を得なければならない。（R5・問16）

開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受け
ることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
（R5・問 17）

問題を解いてみよう！

Q1

Q2

工事完了後の手続き3

開発行為を受けた者は、開発行為に関する工事が完了したときは、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない

開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則として、その公共施設が存する
市町村の管理に属する

都道府県知事は、届出があったときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、
適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければならない

公共施設の
管　　　理

公共施設用地は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の管理者に帰属する公 共 施 設
用地の帰属

　都道府県知事は、検査済証を交付したときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない

　施設そのものの管理の問題と、公共施設の用地の所有権帰属の問題をしっかり区別するように。また、工事
完了公告の日ではなく、その翌日であることにも注意。
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　大盛況裏に幕を下ろした2025大

阪・関西万博ですが、テーマである

「いのち輝く」はやや抽象的で、何を

示しているのかわかりづらい印象も

ありました。各国のパビリオンも、巨

大なLEDパネルを使った映像展示

は秀逸でしたが、リアルな“もの”と

いう意味では、少し物足りなさを感

じたという感想もありました。

　現代は、情報があふれる時代で

す。わざわざ現地に行かずとも、SNS

や動画配信でイベントの様子をか

なり知ることができます。リアルな場

でしか得られない「驚き」や「発見」

は、以前よりもずっと希少なものに

なってきているのかもしれません。

　しかし、今から130年ほど前の

1893年にアメリカ・シカゴで開催さ

れた万博は、世界の都市構造や働

き方そのものを変えてしまう出来事

となりました。

　この万博でもっとも注目を集めた

発明品のひとつが、意外にも「ファイ

ルキャビネット（書類整理棚）」でし

た。この一見地味な道具は、その後、

多くの人の働き方を、そして世界の

不動産をも大きく変えてしまったの

です。

　実は、これには前段があります。

万博に先立つ1873年、アメリカの

レミントン社が「タイプライター」を

販売しました。誰もが簡単に文字を

打ち込み、紙に記録できるように

なっただけでなく、手書きとは違い、

読みやすく均一な文書を大量に作

ることが可能になりました。タイプラ

イターは、文書作成を工業化する魔

法のような発明だったのです。

　そして、タイプライターによって生

産された膨大な文書を整理・保管

し、いつでもすぐに取り出せるように

したのが、ファイルキャビネットでし

た。この２つの道具によって、事務職

という新しい職業が確立され、その

人々が快適に働ける環境として「オ

フィス」が整備されていきました。

　大量の文書を生産し、保管し、検

索し、再利用する。そのための空間

が、20世紀型のオフィスだったので

す。技術が道具を生み、道具が職業

を生み出し、職業に合わせて都市構

造が形づくられていく。万博で知ら

れたファイルキャビネットとタイプラ

イターは、その後、急速に世界中に

普及していきます。そして、事務職と

いう仕事を作り出し、事務職が働く

ための場所としてオフィスビルが世

界中に作られていきます。そうした変

化の連鎖が、19世紀末のシカゴを

起点に始まったのでした。

　そして現代。タイプライターやファ

イルキャビネットほどには目立たな

いかもしれませんが、今もビジネス

を変える新たな「道具」が忍び込ん

できています。

　私たちの生活に、気づかぬうちに

入り込んできた“新しい道具たち”。

それらは、都市の形や不動産の価値

に、じわじわと影響を与え始めてい

ます。

　たとえば「ポータブル電源」はどう

でしょうか。キャンプ用品の分野で

注目されてきたこの機器は、今や電

源の民主化を象徴する存在です。こ

れまでインフラ整備が前提だった山

間部や離島でも、比較的、容易に電

力を持ち込むことができるようにな

りました。電力があることで、リモート

ワークの拠点や小規模な居住空間

が成立し始めています。自然のなか

でキャンプ生活を楽しみながら、数

時間だけ働くといったライフスタイル

を模索する人も出てきました。つま

り、都市の「限界」をゆるやかに拡張

しているのです。

　「完全自動運転車」も見逃せませ

ん。米国や中国では自家用車として

の導入よりも先に、移動サービスや

シェアライドとしての活用が加速して

います。これにより、駅から遠い場

所、バス路線がない場所でも人の流

れが生まれつつあります。今まで「不

便だから」と敬遠されていた土地が、

多くの人に活用される場所へと変貌

する可能性を秘めているのです。

　また、「生成ＡＩ」も見方によって

は都市の道具と言えるでしょう。不

動産営業における顧客対応、図面

の読み解き、契約書の作成補助ま

で、ＡＩによってオフィスワークの生

産性が急激に高まっています。業務

の効率化が進むことで、これまで都

市中心部に集中していたオフィス機

能が、もっと自由に分散していく時

代が訪れるかもしれません。実際に

ＡＩ秘書がいれば、自宅でのリモー

トワークももっと効率化します。もし

かすると、オフィスという文書生産と

保管、検索のための場所は必要なく

なるかもしれません。

　こうした、一見すると都市開発や

不動産とは関連しなさそうなイノ

ベーションであっても、実はどれも

が「場所の価値」や「空間の機能」に

対して、新しい解釈を迫るものだと

いうことを忘れてはいけないでしょ

う。19世紀のシカゴでタイプライ

ターとファイルキャビネットが都市を

変えたように、身近になりつつある

テクノロジーが、これからの都市と

不動産を変化させる可能性を意識

する必要があります。

　高度経済成長の時代、不動産は

「集積」によって価値を高めてきまし

た。駅に近い、商業施設に近い、情

報に近い──そうした価値が正義

だった時代です。しかし、ポータブル

電源や自動運転、ＡＩやローカル生

産技術といった「拡散型の道具」が

充実するにつれて、これまで圏外と

されていた場所にも価値が生まれ

つつあります。

　いわば、不動産における中心と周

縁の再定義が始まっているように思

います。

　そしてこの再定義は、単に物理的

な距離や利便性だけでなく、生活に

まで及んでいます。好きな場所で働

き、食べ、暮らし、時には移動して別

の拠点に住まう──。そうした柔軟

な暮らし方を可能にする環境が、少

しずつ社会の合意を得ているように

思います。

　多くの人にとっては、まだ信じら

れない話でしょうが、前半で紹介し

たように、郊外の自宅から都心のオ

フィスに通勤するというライフスタイ

ル自体が、わずか百数十年ほどの常

識でしかありません。これから先、ど

んな変化があっても不思議はない

でしょう。

　もちろん、既存の都市構造や制

度、経済との摩擦もあるでしょう。固

定資産税や都市計画、建築基準な

ど、簡単に変えられない土台も多く

あります。しかし、タイプライターや

ファイルキャビネットが社会の仕事

観を変えたように、道具の変化はや

がて制度も変えていきます。制度は

社会の後を追います。

　ビジネスに必要なのは、変化の兆

しをチャンスと捉える柔軟性です。

鉄でできた箱“ファイルキャビネッ

ト”が都市構造を変えたように、い

ま、私たちの足元に転がる道具たち

は、次の不動産革命をすでに始めて

いるのかもしれません。

現代の“新しい道具たち”が
もたらすもの

1893年シカゴ万博で注目を
集めた意外な“もの”とは？

不動産テック時代の到来

進む！
業界の 化

　2025年は、大阪・関西万博が大きな注目を集めた年でした。開幕前はチケットの売れ行き
が芳しくないと報じられていましたが、会期が進むにつれて来場者数は着実に増え、結果とし
て運営費の黒字も見込まれているそうです※。
　今回は、19世紀のシカゴ万博で注目を集めた発明品をはじめ、私たちの生活に気づかぬう
ちに入り込んできた“新しい道具たち”が、都市や不動産に及ぼす影響についてお話しします。

時代を映す“新しい道具たち”と
不動産革命

Vol.45

※ 2025年９月現在。
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当連載について、偶数月は「進む！業界のIT化」、奇数月は「不動産トラブル事例と対処法」となります。

　

　大盛況裏に幕を下ろした2025大

阪・関西万博ですが、テーマである

「いのち輝く」はやや抽象的で、何を

示しているのかわかりづらい印象も
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大なLEDパネルを使った映像展示

は秀逸でしたが、リアルな“もの”と
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じたという感想もありました。

　現代は、情報があふれる時代で
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や動画配信でイベントの様子をか

なり知ることができます。リアルな場

でしか得られない「驚き」や「発見」

は、以前よりもずっと希少なものに

なってきているのかもしれません。

　しかし、今から130年ほど前の
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れた万博は、世界の都市構造や働
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　この万博でもっとも注目を集めた

発明品のひとつが、意外にも「ファイ

ルキャビネット（書類整理棚）」でし

た。この一見地味な道具は、その後、

多くの人の働き方を、そして世界の

不動産をも大きく変えてしまったの

です。

　実は、これには前段があります。

万博に先立つ1873年、アメリカの

レミントン社が「タイプライター」を

販売しました。誰もが簡単に文字を

打ち込み、紙に記録できるように

なっただけでなく、手書きとは違い、

読みやすく均一な文書を大量に作

ることが可能になりました。タイプラ

イターは、文書作成を工業化する魔

法のような発明だったのです。

　そして、タイプライターによって生

産された膨大な文書を整理・保管

し、いつでもすぐに取り出せるように

したのが、ファイルキャビネットでし

た。この２つの道具によって、事務職

という新しい職業が確立され、その

人々が快適に働ける環境として「オ

フィス」が整備されていきました。

　大量の文書を生産し、保管し、検

索し、再利用する。そのための空間

が、20世紀型のオフィスだったので

す。技術が道具を生み、道具が職業

を生み出し、職業に合わせて都市構

造が形づくられていく。万博で知ら

れたファイルキャビネットとタイプラ

イターは、その後、急速に世界中に

普及していきます。そして、事務職と

いう仕事を作り出し、事務職が働く

ための場所としてオフィスビルが世

界中に作られていきます。そうした変

化の連鎖が、19世紀末のシカゴを

起点に始まったのでした。
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源の民主化を象徴する存在です。こ
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間部や離島でも、比較的、容易に電
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ワークの拠点や小規模な居住空間

が成立し始めています。自然のなか

でキャンプ生活を楽しみながら、数

時間だけ働くといったライフスタイル

を模索する人も出てきました。つま

り、都市の「限界」をゆるやかに拡張

しているのです。

　「完全自動運転車」も見逃せませ

ん。米国や中国では自家用車として

の導入よりも先に、移動サービスや

シェアライドとしての活用が加速して

います。これにより、駅から遠い場

所、バス路線がない場所でも人の流

れが生まれつつあります。今まで「不

便だから」と敬遠されていた土地が、

多くの人に活用される場所へと変貌

する可能性を秘めているのです。

　また、「生成ＡＩ」も見方によって

は都市の道具と言えるでしょう。不

動産営業における顧客対応、図面

の読み解き、契約書の作成補助ま

で、ＡＩによってオフィスワークの生

産性が急激に高まっています。業務

の効率化が進むことで、これまで都

市中心部に集中していたオフィス機

能が、もっと自由に分散していく時

代が訪れるかもしれません。実際に

ＡＩ秘書がいれば、自宅でのリモー

トワークももっと効率化します。もし

かすると、オフィスという文書生産と

保管、検索のための場所は必要なく

なるかもしれません。

　こうした、一見すると都市開発や

不動産とは関連しなさそうなイノ
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充実するにつれて、これまで圏外と
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縁の再定義が始まっているように思
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　そしてこの再定義は、単に物理的
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まで及んでいます。好きな場所で働

き、食べ、暮らし、時には移動して別

の拠点に住まう──。そうした柔軟

な暮らし方を可能にする環境が、少

しずつ社会の合意を得ているように
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　多くの人にとっては、まだ信じら
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木村 幹夫
大学卒業後、東京大学EMP修了。三井住友銀行にて富裕層開拓、IT企画部門にてビックデータを戦略的に活用した営業推進、社内
情報系システムの大部分をWebシステムで刷新するなど、大幅なコスト削減と開発スピードアップを実現。2003年に株式会社トーラ
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　銀行は、賃貸アパート・マンショ

ン・ビルなど収益物件への投資

を、ⓐ不動産事業者が（本業とし
て）行う場合、ⓑ経営の多角化な
どを意図して異業種が行う場合、

に区分し、実情を凝視しつつ取引

時の判断材料としています。その

背景に、２つの事項があります

（図表１）。

　対外的に公表しているきれいな

理屈では、申し込まれた融資を審

査する着眼点に「その事業が持つ

独創性や社会性などの事業性」

や「地域貢献」を掲げる銀行が増

えています。しかしながら実態は

「なかにはそういった意図にのっ

とって対応したものもある」程度

の件数・割合にすぎません。つま

るところ、大部分は従来どおり、

「きちんと返済されるかどうか」を

何より重視した審査が実施され

続けています（図表２）。

　そうした審査姿勢は、不動産収

益物件がらみも、例外ではありま

せん。つまるところ、「契約どおり

の返済がなされるか」を最も重視

し、それに加えて「延滞時に処分

できる流動性のある物件か」も有

力な判断材料としています。

　この観点で「不動産業者」と「異

業種」おのおのの収益物件の取

扱いを眺めてみると、両者に大き

な違いが認められます（図表３）。

図表に示したノウハウを持たない

箇所については外部委託などが

必要になり、費用を支払わなけれ

ばならないぶんだけ利益を圧縮し

ます。この結果、融資の返済可能

性が低くなります。

　よって、不動産業者各位が収益

物件取得時に銀行融資を申し込

む場合には、保有されているノウ

ハウのうち、特にどのような分野

に強みを持っているのかを個別具

体的に説明することが有効です。

そのノウハウを持たずに外部委託

したときに比べ、どのくらい費用を

抑えられるのかを数字を挙げてア

ピールするとよいでしょう。

　また、異業種の事業者への収

益物件仲介時に銀行融資の利用

を希望される場合にも、図表に示

したノウハウに着眼・利用すること

が一案となります。異業種ながら

何らかのノウハウを保有している

場合には、裏付けとともにそれを

説明し「例外的に強みがある」と

アピールするとよいでしょう。仲介

される不動産業者自身が、不十分

なノウハウを補うことで異業種側

の支払い費用を抑えられる材料

がある場合にも、それを訴えるこ

とがプラス材料になります。

　銀行側は、収益物件自体につ

いても、当然に注視します。特に異

業種の場合には、遠方の物件なら

ば管理負担が相対的に大きくな

り、本業がおろそかにならないか

と懸念します。また、本社や本店を

高層化して収益物件化した場合

には、有事（＝つまりは延滞時）の

物件処分に支障が出やすいとも

考えます。あらためて振り返って

も、特に専業不動産事業の持つノ

ウハウを銀行側は評価しているの

です。これらが図表１の❶です。

　そうした一方で、典型的な許認

可業種である銀行は、監督当局の

意向を常にうかがってもいます。

監督当局による銀行への経営事

態把握もデジタル化されており、

毎月末ごとに預金や融資などの

データの送付が義務づけられて

います。当局側でそれらのデータ

を精査し続けることで、定量的な

経営状態をあらかじめ把握してお

き、異常が認められた場合にすぐ

に立入り検査に着手できる建付

けです。

　ごく簡単に言えば、預金や貸出

金が減ったり、株式や債券などに

投資して損失が生じた場合など

に、経緯や今後の方針を厳しく問

われるわけです。そうした表面的

なものだけでなく、もっと細かい点

も検証され、厳しく調査されます。

　誤解を怖れずに言えば、そうし

た注視項目の１つに、不動産業向

けの貸出しも挙げられます。金融

当局としては、バブル経済期の不

動産価格の上昇の背後に、銀行

の無尽蔵な融資があったと反省

の目線で捉えており、“バブル超

え”となった現在の不動産価格も

当然に凝視しています。

　銀行も株式会社形態の収益事

業を行っているわけですので、預

金も融資も常に積み上げて増や

していきたいのが本音です。不動

産業は、融資残高を最も効率的

に増やせる業種でもあり、既述の

とおり、専業不動産業者の持つノ

ウハウも評価させてもらっていま

す。ところがその不動産業者は、当

局から注視される業種でもあるわ

けです。

　非常に細かい話なのですが、こ

の業種別の貸出残高には「事業

を多角化している法人の場合には

最大の売上げを占める業種」とい

うルールがあります。専業不動産

業の場合は否応なしに「不動産

業」に区分されますが、規模の大

きな青果店が多角化のため収益

物件を持ち、売上げが「青果部門

＞賃貸収入」の場合には、「小売

業」に区分されます。

　よって銀行にとっては、異業種

の収益物件取得時に融資を実行

すれば、残高が稼げて不動産業

にも区分されないことになります。

これらが図表１の❷ですが、ここ
に融資を活用できる余地があるわ

けです。

収益物件への投資における
銀行の視点
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銀行は
「不動産業者の本業としての投資」と
「他業種による副業としての投資」を
こう見分けています

地銀との関係構築

術

　不動産価格の上昇局面のなか、不動産業以外の事業者にも、賃貸収入や
含み益を見込んだ収益物件への投資意欲が高まっているようです。自己資金
だけでなく、銀行からの借入れをもって投資を行っている事業者もみられま
すが、こうした投資ニーズに、銀行側はどんな本音を持っているのでしょうか。
今回は、そのポイントを解説いたします。
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オペレーショナルデザイン㈱　
取締役デザイナー／データアナリスト

じょうた

佐々木　城夛

1990年信金中央金庫入庫。欧州系証券会社（在英国）Associate Director、信用
金庫部上席審議役兼コンサルティング室長、静岡支店長、地域・中小企業研究所主
席研究員等を経て2021年４月に独立。「ダイヤモンド・オンライン」（ダイヤモンド
社）、「金融財政ビジネス」（時事通信社）ほか連載多数。著書に「いちばんやさしい金
融リスク管理」（近代セールス社）ほか。https://jota-sasaki.jimdosite.com/
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図表3　不動産収益物件へのノウハウ（イメージ／例示）

不動産以外の異業種不動産事業者

物件の選定 なしあり

物件の整備 内装業等以外はなしあり

入居者募集 なしあり

家賃回収 なしあり

その他トラブル処理 ーあり



新入会員名簿
Initiate Member

［令和7年10月］

令和８年度４万社達成を目指します！

20  月刊不動産 ｜ 2025.12

都道府県 市区町村 商号名称 都道府県 市区町村 商号名称都道府県 市区町村 商号名称

10月末正会員：37,923  従たる事務所：4,292

北海道

宮城県

秋田県
山形県
茨城県

栃木県

群馬県
埼玉県

千葉県

東京都

株式会社　ＴＯＥＮ
株式会社　ノースウェイポイント
合同会社　ＢＥＥＲＳＨＥＢＡ
ＨＯＫＫＡＩＤＯ　ＨＯＢＢＹ　ＨＯＭＥＳ株式会社
株式会社　ｍｉｎｏｒｈｙｔｈｍ
株式会社　マチカ
ミライベ不動産株式会社
株式会社　ｅ－デザイン空間
ウォーターワークス仙台　株式会社
株式会社　Ｈ＆Ｃ
株式会社　メモリー
さとう住まい企画
エシカル不動産　株式会社
株式会社　快適住空館
有限会社　正和企画
株式会社　額賀重機
合同会社　いろは
株式会社　シマヨシ
中山不動産　株式会社
株式会社　アマレッティ
カサレス　合同会社
株式会社　嶋澤啓工務店
ＤＡＮＤＡＮ不動産　株式会社
株式会社　Ｄｒｅａｍ　Ｒｅａｌｉｚｅ
株式会社　ハウジングリーフ
株式会社　ベスト
Ｕｎｉ－Ｃｏ　株式会社
Ｙ．Ｍ．Ｏコンサルタント　株式会社
有限会社　京葉シティ
ファーストラスト・ファクトリ　株式会社
リノーズ　株式会社
株式会社　アーネシア
株式会社　ＡＲ　ｂｒａｎｄ
株式会社　ＩＫＹ
株式会社　アウン
株式会社　アセッツアールアンドディー
アセットリンク　株式会社
アドモード　株式会社
株式会社　Ａｒｒｉｖａｌ
イエオト　株式会社
ＩＧＯＣＯＣＨＩ　株式会社
ＡＲＣ　合同会社
インペルク　株式会社
ＡＲＣ　合同会社
株式会社　Ａ－Ｒｅａｌｔｙ
株式会社ＳＴワークス
エスホームズ株式会社
Ｅｔｅｒｎａｌ．Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　株式会社
エビアン　株式会社
株式会社　ＭＮＣＭ
株式会社　ＬＡホールディングス
株式会社　ＬＣ
株式会社　オレップル
株式会社　金福エステート
株式会社　クライノート
株式会社　クラリス
ＣＲＥＥＭＭ　株式会社
株式会社　グリエイト
株式会社　クロト
株式会社　ケイコーポレーション
株式会社　ケイマックス・リアルエステート
株式会社　ＫＧＭ
株式会社　鴻源エステート
株式会社　Ｃｏｃｏａ
株式会社　澤築工藝舎
ＳＵＮ・ＳＹＳＴＥＭ　株式会社
三晶商事株式会社
株式会社　ＳｕｎＦｌｏｏｒ　Ｒｅａｌｔｙ
株式会社　さんぽ路
株式会社　ＧＴＮコンシェルジュサービス
株式会社　ＧＢＴ
Ｊ＆Ｃコンサルティング　合同会社
ジェーユー・ハウジング　株式会社
株式会社　白高不動産
新栄開発　株式会社
スッキリ不動産　株式会社
宅東　株式会社
株式会社　タテイシ
中信　株式会社
合同会社　椿エステート

恵庭市
名寄市
岩見沢市
札幌市
千歳市
札幌市
札幌市
仙台市
仙台市
仙台市
大仙市
東村
鹿嶋市
水戸市
小美玉市
石岡市
芳賀郡
那須塩原市
那須塩原市
高崎市
入間市
さいたま市
さいたま市
春日部市
入間市
川口市
川口市
さいたま市
千葉市
千葉市
柏市
渋谷区
港区
渋谷区
豊島区
新宿区
大田区
新宿区
品川区
渋谷区
新宿区
目黒区
渋谷区
文京区
新宿区
千代田区
台東区
大田区
新宿区
町田市
大田区
豊島区
大田区
港区
千代田区
葛飾区
世田谷区
中央区
港区
杉並区
港区
文京区
品川区
江東区
墨田区
多摩市
台東区
中央区
豊島区
新宿区
葛飾区
千代田区
墨田区
港区
江東区
渋谷区
新宿区
品川区
豊島区
豊島区

大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
堺市
大阪市
大阪市
藤井寺市
貝塚市
大阪市
大阪市
吹田市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
貝塚市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
高槻市
大阪市
大阪市
西宮市
芦屋市
姫路市
尼崎市
姫路市
尼崎市
宝塚市
姫路市
大和郡
奈良市
和歌山市
米子市
米子市
出雲市
雲南市
松江市
岡山市
倉敷市
広島市
広島市
高松市
高知市
福岡市
福岡市
福岡市
北九州市
福岡市
北九州市
京都郡
北九州市
武雄市
佐世保市
西海市
熊本市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
中頭郡
那覇市
石垣市
宜野湾市
那覇市

神奈川県

新潟県

富山県

石川県
長野県
岐阜県
静岡県

愛知県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県
鳥取県

島根県

岡山県

広島県

香川県
高知県
福岡県

佐賀県
長崎県

熊本県
鹿児島県

沖縄県

株式会社　ＡＰＰ
株式会社　エストワーズ
株式会社　エタニティポラリス
ＭＫＧ　合同会社
株式会社　エンリンク
Ｋｕｌａｍ　株式会社
株式会社　クリア・シーホース
株式会社　ＳＡＩＺＥＮ
株式会社　３９不動産
株式会社　シーアールイーコンサルティング
株式会社　ｊｏｕｒｎｅｙ
株式会社　Ｊａｃｋｆｏｒｄ
ダブル　株式会社
株式会社　ＴＭ不動産
株式会社　ＴＯＷＡ　ＥＳＴＡＴＥ
株式会社　ドロキア・オラシイタ
株式会社　ＮＩＮＥ
ネクサスアセッツ　株式会社
ＰＡＫ　ａｓｓｅｔ　株式会社
Ｂａｔｏｎｓｈｉｐ　合同会社
株式会社　ハピネスプラス
株式会社　ハヤショーエステイツ
株式会社　平田美創
株式会社　ピンホーム
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｔｏｐ管理サービス　株式会社
株式会社　ファイブリッチ
不動産買取センター　株式会社
不動産販売センター　株式会社
株式会社　ｂａｓｉｃｓ
株式会社　マイビルディング
株式会社　ｍｕｍ不動産
株式会社　メディカル総研
株式会社　楽心
Ｌａｄｏｎ　株式会社
株式会社　Ｒｉｚａｒｄｓ
合同会社　リブテクト
株式会社　ＬＹＮＫＳ
Ｙ．Ｍ．不動産開発　株式会社
株式会社　Ｉ．Ｓ．コーポレーション
株式会社　ＣＦＥコンサルティング
ＣＭＳ　株式会社
株式会社　原口電設
株式会社　ファーストホーム
株式会社　マイオフィス
株式会社　マリオカンパニー
株式会社　Ｒａｉｌ　Ｈｏｍｅ
グッドハルリフォーム
株式会社サニープラン
合同会社　ナガタニ
有限会社ダイナ・アート
株式会社　ラフ企画
株式会社　おかや不動産
合同会社アスマキナ
山陰中央テレビジヨン放送株式会社
株式会社　Ａ－ＰＬＵＳ
株式会社　ＯＲＲＩＳ
アマリスホーム
有限会社　畑賀建設
株式会社イーエスホーム
株式会社凪建築工房
一德　株式会社
株式会社　Ｃｏｓｅｔｔｅ
株式会社　晴栄建設
セブンライン　合同会社
株式会社　ヒロケンｃｏｒｐ．
株式会社　白兎
株式会社　吉留建設
ルクスト　株式会社
ＭＩＲＲＯＲ　ＣＨＡＩＮ　合同会社
株式会社　ＲＥＣ
有限会社　谷川建築
海湾不動産
株式会社　花水木不動産
株式会社　真
株式会社　ゆめ不動産
株式会社　エムツーリゾート
株式会社　ＯＲＥＸ合同会社
さきしま不動産
株式会社　ＨｅａｒｔＬｉｎｋ
合同会社　パームツリー不動産

江東区
港区
品川区
大田区
新島村
千代田区
調布市
三鷹市
港区
大田区
目黒区
町田市
中央区
港区
台東区
港区
渋谷区
新宿区
練馬区
新宿区
江東区
目黒区
豊島区
新宿区
港区
品川区
江戸川区
豊島区
大田区
豊島区
品川区
渋谷区
世田谷区
大田区
文京区
千代田区
渋谷区
横浜市
横浜市
川崎市
横浜市
川崎市
海老名市
川崎市
横浜市
佐渡市
新潟市
富山市
富山市
富山市
金沢市
須坂市
瑞穂市
浜松市
浜松市
静岡市
富士市
清須市
名古屋市
日進市
安城市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
江南市
名古屋市
西尾市
名古屋市
栗東市
野洲市
宇治市
八幡市
八幡市
大阪市
大阪市
堺市
大阪市
吹田市
大阪市

株式会社　ＤＲＨＳ
株式会社　ＴＳ東京
合同会社　ＴＳトラスト不動産
株式会社　トモニ不動産
株式会社　新島工業所
株式会社　日本クレアス財産サポート
ＮＥＷＷＩＮＤ　ＡＳＳＥＴ　ＭＡＮＡＧＭＥＮＴ　株式会社
パーセルエステート　株式会社
箱根湯本ホテル＆リゾート１　合同会社
株式会社　ビス
合同会社　Ｐｉｓｔａ
ひまわり工務店　株式会社
株式会社　Ｆａｍｉｌｉａｒ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｃａｐｉｔａｌ
株式会社　Ｆｉｇｏ
フォーテン　株式会社
株式会社　ＦＵＮＡＤＥ
プロモントリー・アドバイザーズ　株式会社
株式会社　Ｆｒｏｎｔ　Ｆｌｉｐ
株式会社　北辰
株式会社　Ｂｏｎｄｓ
株式会社　本多地所
ポン不動産株式会社
Ｍｙ　Ｃｉｔｙ　株式会社
ＭＡＸ　ＡＳＳＥＴ　株式会社
みそら不動産　株式会社
道嘉Ｈｏｌｄｉｎｇ　株式会社
鳴奇　株式会社
株式会社　ユアーズ
株式会社　ユーリン
Ｕｎｉｔｙ　株式会社
株式会社　ＬＡＬＡ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ
株式会社　リアルティクス
株式会社　ＲＩＳＭ　ｐｌｕｓ
株式会社　Ｌｉｎｏ
株式会社　凌雲
ＲＹＯＰＬＵＳ　株式会社
ＷＡＭ　株式会社
ＳＷ不動産
株式会社　ＯＡＲＫ一級建築士事務所
川崎駅前不動産
すまい査定カウンター　株式会社
Ｔｏｍｏｒｒｏｗ不動産　株式会社
ネクスト・イノベーション　株式会社
Ｂ－Ｐｌａｃｅ　株式会社
Ｒｅｇｉｓ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　株式会社
サンフロンティア佐渡　株式会社
株式会社Ｊコンサルティング
株式会社　クロスライフ
株式会社　ＳＥＥＳＡＡ
ライズエンタープライズ株式会社
合同会社　ＯＫＩＲＡＫＵ
株式会社　ｋｕｒａｓｔａｔｅ
和葉
アセットリレーション　株式会社
株式会社　Ｓｕｎ＆Ｓｕｎ総合保険事務所
株式会社　ｓｕｎｔｒｅｅ
スカイチップ　株式会社
ＡＳＥＬ　株式会社
株式会社　Ｅ－ｓｔｙｌｅ
エスターテ　株式会社
エヌスタイルズ　株式会社
株式会社　クリーンフォース
株式会社　グルリックス
株式会社　トップ通商
株式会社　名古屋美術商会
ふじいろ不動産　合同会社
マイファミリー　株式会社
株式会社　雅
ユニークジャパン　株式会社
株式会社　アートプラス
株式会社　Ｋａｅｄｅ　ｐｌｕｓ
アイテム　株式会社
京阪ハウジング　株式会社
杉本　株式会社
株式会社　あかときエステート
株式会社　アビリティ
株式会社　アルボル
安通　株式会社
株式会社　Ｅａｓｔ　Ｅｓｔａｔｅ
株式会社　ＡＳＣ
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協会からのお知らせ

　令和7年8月10日（日）、青年部会は「第72回高知よさこい祭り」にて、全日高知県本部PR活動
の一環として、今年もうちわ配りを実施しました。揃いの全日ジャンパーを着用し、帯屋町演舞場
を中心に西方面組と東方面組に分かれ、「全日高知」のPRを行いながら笑顔でうちわを配布。
　今年のよさこい祭りは海外からの来訪者も多数見受けられ、例年以上に会場全体が熱気と歓
声に包まれていました。用意した1,500枚のうちわはすべて配布され、「全日高知」の認知向上に
大きく寄与しました。活動終了後には、参加者全員で交流会を実施し、今後の高知県本部および
青年部のさらなる発展に向けて、活発な意見交換を行いました。

高知県本部 「第72回高知よさこい祭り」にてうちわ配りを実施

Report & Topic

Act iv i ty  Condit ion地方本部の動き

22  月刊不動産 ｜ 2025.12

　全日本不動産協会では、株式会社日本住宅保証検査機構（以下、JIO）と提携しており、「既存住宅かし保険（宅建業者用）」
の団体割引があります。
　「既存住宅かし保険（宅建業者用）」の団体割引は、保険期間５年が1,500円引き、保険期間２年が900円引きとなってお
り、ご利用には事業者登録が必要です。
　「既存住宅かし保険（宅建業者用）」は、既存住宅を売主として販売する事業者が被保険者となる保険で、万が一、瑕疵によ
り住宅の基本構造部分等に不具合が生じた場合、JIOが修補費用等を保険金として住宅販売事業者に支払うものです。その
他、保険の概要については、カタログ「JIO既存住宅かし保険（買主用）」をご覧ください。
　ご利用にあたりご不明点がございましたら、JIO各支店宛にお問い合わせください。

JIO「既存住宅かし保険」のお知らせ

（https://www.jio-kensa.co.jp/insurance/kizon_jutaku/takken01.html）

JIO「既存住宅かし保険（宅建業者用）」のウェブサイト JIO「支店一覧」のウェブサイト

（https://www.jio-kensa.co.jp/corporate/branch_list/index.html）
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※本誌掲載記事の無断転載を禁じます。
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ＴＲＡの会員支援情報

TRA（一社）全国不動産協会は、全日会員を支援するための団体です。制度や助成をぜひご活用ください。

詳細はこちらから 詳細はこちらから

◆ 共済事業 ◆

　万が一の際に、保険金や見舞金を
お支払いします。
・生命共済（18歳～80歳）※保険年齢適用
・死亡見舞金（81歳以上）
・入院見舞金
・火災見舞金
・配偶者弔慰金
・人間ドッグ助成金

◆ 全日ラビー少額短期保険株式会社 ◆

　全日ラビー少額短期保険株式会社は、TRAが100%出資して設立し
た少額短期保険会社で、「賃貸住宅入居者総合保険」と「テナント総合保
険」を取り扱っています。会員支援の目的に資するため、代理店に支払う
手数料は業界高水準となっており、収益アップを図ることができます。
お問い合わせは全日ラビー少額短期保険株式会社までお願いします。

◆ 家賃債務保証【全日ラビー保証】 ◆

　ジェイリース株式会社と業務提携し、家主・借主双方に
とって便益の高い家賃債務保証サービスを提供しています。
各種保証プランに関するお問い合わせはジェイリース株式会
社までお願いします。

◆　　　　　　　　　◆宅地建物取引業
総合賠償責任保険

　宅地建物取引上での不測の場合に備え
た損害保険を提供します。

◆ 火災保険提携事業者 ◆

　三井住友海上火災保険株式会社の
火災保険商品「ＧＫすまいの保険」の
募集関連行為従事者として※、会員ご
自身の取り扱う住宅用建物の購入者
（オーナー）を保険代理店に紹介いた
だき、成約に至った場合、契約者（購入
者）と提携事業者（会員）双方にとって
のメリットが得られます。
※三井住友海上火災保険代理店と提携いただく必
要があります。

詳細はこちらから
（会員専用ページ）

03-3261-2201全日ラビー少額短期保険株式会社
（受付時間10：00～17：00 土日祝日等を除く）

0570-010-201ジェイリース株式会社
（全国共通ナビダイヤル）

https://www.zenkoku-fudousan.or.jp/kyousai/ https://www.zennichi.or.jp/mypage/takken_hoken/ https://www.zenkoku-fudousan.or.jp/oshirase/20240606130252.html
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スマホの場合は、ここからアクセスしてね！

「ラビーネット不動産」では、物件の検索をはじめ、
本誌に掲載されている「不動産お役立ちQ＆A」を閲覧できます。

https://rabbynet.zennichi.or.jp/

ラビーネット不動産

月刊不動産

価格査定マニュアル改訂！

既存住宅価格査定マニュアル ヘルプデスク
不動産流通推進センター
公益財団法人

TEL 050-8881-1357 （平日：9:00～12:00 ／ 13:00～17:00)（土・日・祝日・年末年始は休業）

不動産情報ライブラリデータの活用により、
価格査定がより簡単で確実になりました。
既存住宅価格査定マニュアル
https://www.kakakusatei.jp/ 
にアクセスして、お手続きください。

これらを入力するだけで
「査定価格」を売主様へご提示できます。

・ヒアリング、現地調査の内容
・記録書類・証明書類の内容

リーズナブルな価格便利な使い方簡単操作

年間利用料 ： 3,630円（税込）
継続利用料 ： 2,530円（税込）

年間利用料 ： 3,080円（税込）

戸建・ＲＣ戸建・住宅地・マンション、
４種すべて使えて・１人の申し込みで同時に、

　複数人の利用ＯＫ
・ 売却価格提案書の出力ＯＫ
・ ＰＣ、タブレット、
　スマートフォンでの利用ＯＫ

お申し込みはこちら

根拠ある査定とデータ活用で、未来志向の営業スタイルヘシフト。
改訂版価格査定マニュアルは、ＤＸ化の第一歩として業務を変革します。

価格査定マニュアルの進化から始まる、
不動産業のＤＸ

流通４団体会員様　割引価格




